
 
 

 

 

 

 

 

産科医療保障制度分娩の場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が、印字やスタ

ンプ等により明記されています。 

※医療機関によっては、他の書類（領収書等）に印字や押印されている場合もあるので、その場

合にはその書類も添付してください。 

代理受取額が上限額の場合差額申請の必要はありません。 

申請しても不支給になります。 
※上限額： 産科医療補償制度対象  ：1児につき 500,000円 

産科医療補償制度対象外：1児につき 488,000円 

この明細書は一例です。医療機関によって 

名称やフォーマットが異なる場合があります。 

【例】 

出産費用 \520,000-  のうち  \500,000 は医療機関が直接健保へ請求します。 

 ≪差額の\20,000-は自己負担金ですので、健保へ申請できません≫ 
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